
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

広 報 や な い づ お 知 ら せ 版 
 

 
 
 

詐欺の電話やメール等にご注意ください! 
 
 

電話やメールなどによる還付金詐欺、架空請求詐欺が依然発生しています。
柳津町でも町職員を名乗り、「還付金がある」という不審な電話を受ける事案
が発生しています。 

次の言葉があったら、詐欺を疑い、相手にせずに無視してください! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 詐欺は年齢に関係なく、誰でも巻き込まれ 
る可能性があります!不安なときや、実際に 
不審な電話やメールを受けたら、下記までご 
連絡ください。 
 
会津坂下警察署 生活安全係 
℡０２４２－８３－３４５１ 

２０２１年（令和３年） ７／１６号 ｖｏｌ．４９７ 

編集・発行:柳津町役場 みらい創生課みらい創生係 ℡0241-42-2447 FAX 0241-42-2505 

電話で・・・ 
「○○関係で還付金がある」と言われた! 
 
メールや手紙・葉書で・・・ 
「未納料金がある。本日までに連絡がない場合、裁判を申し立て

る」との記載がある! 
 
もし、相手から電話がかかってきた時や、電話してしまった時に、
「ＡＴＭに行って還付手続きをしてほしい。」「電子ギフト券で料金
を支払って。」と言われた場合には、 

 
間違いなく詐欺なのですぐに電話を切ってください! 



 
 
 
 

柳津町職員（高校卒程度）採用候補者試験を次により行います。 
 
１.試験職種及び採用予定人員 
 
 
 
 
 
２.受験資格 
 平成３年４月２日から平成１６年４月１日までに生まれた者。（学歴は問いません。） 
 ただし、次の各号のいずれかに該当する者は受験できません。 
（１） 日本の国籍を有しない者 
（２） 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又はその執行を受けることがなくなるまでの者 
（３） 柳津町職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 
（４） 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊するこ

とを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 
 
３.試験の方法 
 高校卒程度で次により行います。 
（１） 第１次試験 

①教養試験 職員として必要な一般知識及び知能について、択一式による筆記試験を行います。 
【出題分野及び出題数】 知識分野２０問・知能分野２０問 
※「古文」、「哲学・文学・芸術等」、「国語」の出題はありません 

②各種検査 事務適性検査及び職場適応性検査 
（２） 第２次試験 第１次試験合格者に対して、主として人物について個別面接及び小論文による 

試験を行います。 
 
４.資格調査 
  第１次試験合格者について、受験資格があるかどうか、申込書に記載されていることが正しいか 
 どうかについて調査します。 
 
５.試験の期日、場所及び発表 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※受験の際は「HB」の鉛筆と消しゴムを持参してください。それ以外の筆記用具は使用できません。 

  上履き及び昼食を持参してください。 
 
 

区分 期日 時間 試験会場 発表 

第１次試験 令和３年 
９月１９日（日） 

受付 
９:００～９:３０ 
教養試験 
１０:００～１２:００ 
各種検査 
１３:００～１３:４５ 

「福島県立坂下高等学校」 
河沼郡会津坂下町大字
白狐字古川甲１０９０ 

本町役場掲示板に
合格者の受験番号
を掲示するほか、
受験者全員に通知
します。 

第２次試験 令和３年１０月中。第１次試験合格者に改めて通知します。 

試 験 職 種 一般事務（高校卒程度） 

採 用 予 定 人 員 若干名 

 

令和４年度柳津町職員（高校卒程度）採用候補者試験について 

広報やないづお知らせ版 令和３年７月１６日号 ２ 



6.合格者の採用 
 （１）合格者は採用候補者名簿に記載され、成績順に町⾧が採用する者を決定します。この採用候 

補者名簿の有効期間は、原則として１年間です。 
 （２）初任給は柳津町の給料表によりますが、この他扶養手当、住居手当、通勤手当、超過勤務手 
    当、期末・勤勉手当等が、それぞれの支給要件に応じて支給されます。 
 
７.受験手続及び受付期間 
 （１）申込用紙の請求 
    申込用紙は、柳津町役場総務課総務係で交付します。郵便により申込用紙を請求する場合は 
    封筒の表に「高校卒程度試験申込用紙請求」と朱書して、１２０円切手を貼った自分宛の返 

信用封筒（角型２号）を必ず同封してください。 
   (２) 申込の方法 

① 申込用紙に必要事項を記入して、柳津町役場総務課総務係に提出してください。 
  申込用紙を郵送する場合は８４円切手を貼った自分宛の封筒を同封し、その表に 
 「高校卒程度試験申込」と朱書して、必ず簡易書留で送付してください。 
➁ 受験票を受領したときは、最近６ヶ月以内に撮影した本人の写真（上半身、脱帽、正面向 
   き、縦６ｃｍ×横４．５ｃｍ）１枚を写真欄に貼って受験当日に必ず持参してください。 
 （受験票がない場合、または受験票に写真が貼っていない場合は受験できません。） 

 （３）受付期間 
 令和３年８月１３日（金）まで（受付時間は８:３０～１７:１５） 
 郵便による申込書提出の場合は、８月１１日（水）までの消印のあるものに限り受け付けま 
す。 

 
８.試験結果の開示 
  この試験の結果については、柳津町個人情報保護条例第１７条第１項の規定により、口頭で請求 
 することができます。 
  なお、電話・はがき等による請求では開示できません。受験者本人であることを明らかにする書 
 類（運転免許証、学生証、旅券等）を持参のうえ、受験者本人が直接おいでください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
９.その他 
 ・試験当日の会場への自家用車の乗り入れはご遠慮ください。 
 ・新型コロナウイルス感染症の今後の状況により、試験期日、場所等について連絡事項をお知らせ 

する場合があります。 
・この試験に関し不明な点は、下記までお問い合わせください。 
・郵便で問い合わせる場合は、８４円切手を貼った宛先明記の返信用封筒を必ず同封してください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

試験 開示請求できる者 開示内容 開示期間 開示場所 

第１次試験 第１次試験不合格者 
総合得点・順位 合格者発表の日から１ヶ月間  柳津町役場 

総務課総務係 第２次試験 第２次試験受験者 

【問い合わせ】 
 〒９６９－７２０１ 
 福島県河沼郡柳津町大字柳津字下平乙２３４番地 
 柳津町役場 総務課総務係 
 （電話 ０２４１－４２－２１１２） 

広報やないづお知らせ版 令和３年７月１６日号 ３ 



 
 
 
 

新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が減少した世帯に対して国民健康保険税の減
額または免除を行います。ただし、現時点での国の基準に基づいた内容となっていますので、今後要件
等が変更になる場合があります。 
 
◇ 対 象 者:(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、又は重篤な傷病を負った世帯 

     (2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等の減少が見 
込まれ、次の全てに該当する世帯 

 
 
 
 
◇ 減 免 額:対象者(1)の場合は全額 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◇ 申請期限:令和４年３月３１日（木） 

詳細は、町のホームページをご覧ください。また、ご不明な点などは下記までお問い合 
わせください。 

 
問 総務課税務係 ℡４２－２１１３ 

新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免について 

①主たる生計維持者の事業収入等が前年と比較して３０％以上減少していること 
②前年の世帯の総所得金額等の合計が１，０００万円以下であること 
③減少することが見込まれる事業収入等以外の前年所得が４００万円以下であること 

対象者(2)の場合は下記により算定 

前年の合計所得金 減免の割合 
（D） 

３００万円以下 １００％ 

４００万円以下 ８０％ 

５５０万円以下 ６０％ 

７５０万円以下 ４０％ 

 ２０％ 

 

世帯の年間保険税額（A） 

 

 

対象保険税額 右記の基準率 

×

÷ 
＝

 

× 

新型コロナウイルスの影響により主たる 
生計維持者の事業収入等が３００万円に 
※前年と比較して３０％以上減少 

減免額の計算方法 
４０万円（A）×３００万円（B）÷４００万円（C）
×８０％（D）＝減免額:２４万円（E） 

世帯主(B) 
給与収入:４５０万円 
所 得:３００万円 

配偶者 
給与収入:１５０万円 
所 得:１００万円 

合計所得額(C) 
給与収入:６００万円 
所 得:４００万円 

＋ ＝ 

年間保険税額 
４０万円（A） 

減免後保険税額（A）―（E） 
１６万円 

【参考事例】夫婦のみ２人世帯で前年からの総所得金額等の合計が３０％以上減少した場合 

広報やないづお知らせ版 令和３年７月１６日号 4 



 
 
 
 

８月は、下記の証の更新時期です。現在お使いの下記の証については、令和３年７月３１日で有効期
限が切れますので、新しい証を７月末までに交付します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
問 町民課保健衛生係 ℡４２－２１１８ 

後期高齢者医療の被保険者の方へのお知らせ 国民健康保険高齢受給者証・後期高齢者医療被保険者証の更新について 

この証は、国民健康保険に加入している７０歳
から７４歳の方に、被保険者証とは別に交付され
ています。医療機関窓口での負担割合が記載され
ていますので、受診の際は被保険者証と一緒に提
示してください。 

国民健康保険高齢受給者証（黄緑色） 

有 効 期 限

交 付 年 月 日

住 所

氏 名

生 年 月 日

3 9 0 7 0 0 0 0

資 格 取 得 年 月 日 ○○年○○月○○日

後 期 高 齢 者 医 療 被 保 険 者 証

令 和 4 年 7 月 31 日

令 和 3 年 8 月 1 日

被 保 険 者 番 号 12345678

被
保
険
者

　福島市広域一丁目○○番地

　広域　太郎 男

昭和○○年　　○○月○○日

発 効 期 日 ○○年○○月○○日

一 部 負 担 金
の 割 合

○割

保 険 者 番 号
並 び に 保 険
者 の 名 称 及
び 印

福島県後期高齢者医療広域連合

印

この証は、後期高齢者医療制度に加入して
いる方に交付されているものです。医療機関
の窓口で提示してください。 

後期高齢者医療被保険者証（オレンジ色） 

更 新 日:令和３年８月１日 
交付方法:各地区の区⾧さんを通じて交付されます。※手続き等は必要ありません。 

限度額適用認定証／限度額適用・標準負担額減額認定証について 
  

国民健康保険・後期高齢者医療では、「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認
定証」が交付される場合があります。交付された証を医療機関の窓口で提示すると、医療費及び
入院時の食事代・居住費の自己負担限度額が適用されます。 

「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付条件に該当するかどうか
は、世帯の所得等により判定されますので、詳細については町民課保健衛生係までお問い合わせ
ください。 
 
※この証の交付の判定は、確定申告をしていることが前提ですので、まだされていない方は先に 

申告をお願いします。 

広報やないづお知らせ版 令和３年７月１６日号 ５ 



 
 
 
 

新型コロナウイルス感染症の感染や、その蔓延防止のための措置の影響により、主たる生計維持者の
事業等に係る収入に相当の減少がある世帯に属する被保険者の方は、保険料の減免を受けることができ
ます。 
 
◇ 対 象 者:(1)新型コロナウイルス感染症の感染により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤 

な傷病を負った世帯の方 
(2)新型コロナウイルス感染症の感染や蔓延防止のための措置の影響により、属する世 

帯の主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方で、次の全てに該当する方 
 
 
 
 
 
 
 
◇ 対象の保険料:令和２年度及び令和３年度分の保険料であって、令和３年４月１日～令和４年３月３１ 

日までの間に普通徴収の納期限（特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日）が 
設定されている保険料 

 
◇ 減 免 額:対象者(1)の場合は全額 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◇ 申請期限:令和４年３月３１日（木） 
 
◇ そ の 他:詳細は、町のホームページをご覧ください。また、ご不明な点などは下記までお問い合 

わせください。 
 
問 町民課保健衛生係 ℡４２－２１１８ 
 
 

保険料額 

主たる生計維者の令和２年の所得の合計額に応じた割合等 

÷ 

一部減免額 ＝ 

世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入に係る令和２年の所得 

世帯の主たる生計維持者及び被保険者の令和２年の所得の合計額 

× 

× 

広報やないづお知らせ版 令和３年７月１６日号 ６ 

後期高齢者医療の被保険者の方へ 

①主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入で、収入の種類 
ごとに見た令和２年の収入のいずれかが、令和元年に比べて３０％以上減少する見 
込みであること。 

②主たる生計維持者の令和元年の所得の合計額が 1,000 万円以下であること。 
③主たる生計維持者の収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和元年の所得の合 

計額が４００万円以下であること。 

対象者(2)の場合は下記により算定 



 
 
 
 

新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が減少した世帯に対して、介護保険料の第一
号保険料の減額又は免除を行います。ただし、現時点での国の基準に基づいた内容となっていますので、
今後要件等が変更になる場合があります。 
 
◇ 対 象 者:(1)新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又   

は重篤な傷病を負った第一号被保険者 
      (2)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林 

収入又は給与収入の減少が見込まれ次の①及び②に該当する第一被保険者 
 
 
 
 
 
◇ 減 免 額:対象者(1)の場合は全額 

      対象者(2)の場合は下記により算定 
【表１】で算出した第一号保険料額に【表２】の前年の合計所得金額の区分に応じ 
た減免割合を乗じて得た額（Ａ×Ｂ／Ｃ）×Ｄ 
 

【表１】                【表２】 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※事業等の廃止や失業の場合、前年の合計所得金額に関わらず対象保険料額の全部を免除 
 
◇ 適 用:令和元年度分及び令和３年度分の保険料であって、令和２年２月１日から令和４年３月 

３１日までの間に普通徴収の納期限（特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日） 
が設定されている保険料 

 
◇ 申請期限:令和４年 3 月３１日（木） 
 
◇ そ の 他:詳細は、町のホームページをご覧ください。また、ご不明な点などは下記までお問い合  

わせください。 
 
問 町民課住民福祉係 ℡４２－２１１８ 
 
 
 
 
 

前年の合計所得金額 減免割合（D） 

２００万円以下 
であるとき 全部 

２００万円 
を超えるとき １０分の８ 

後期高齢者医療の被保険者の方へのお知らせ 

対象保険料額（A×B／C） 

A:当該第一被保険者の保険料額 
B:第一号被保険者の属する世帯の主 

たる生計維持者の減少することが 
見込まれる事業収入等に係る前年 
の所得額 

C:第一号被保険者の属する世帯の主たる 
生計維持者の前年の合計所得金額 

 
 
 

①事業収入等のいずれかの減少額（保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を
控除した額）が、前年の当該事業収入等と比べて３０％以上の減少であること 

②減少することが見込まれる事業者収入等に係る所得以外の前年の所得の合計が 
４００万円以下であること 

新型コロナウイルス感染症に係る介護保険の第一号保険料の減免について 

広報やないづお知らせ版 令和３年７月１６日号 ７ 

新型コロナウイルス感染症に係る介護保険の第一号保険料の減免について 



 
 
 
 
 子育て世帯の支援のため、下記のとおり、ひとり親世帯とそれ以外の子育て世帯に対して、新たな給
付金の支援を実施しています。内容を確認のうえ、ご不明な点等ありましたらお問い合わせください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◇ 対 象 者:下記①②のいずれかに該当する方 
①公的年金等を受給していることにより、令和３年４月分の児童扶養手当の支給 

を受けていない方（「公的年金等」には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災 
年金、遺族補償などが該当します。） 

②新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶 
養手当を受給している方と同じ水準となっている方 

 
◇ 支 給 額:児童１人当たり一律５万円 
 
◇ 提出期限:令和４年２月２８日（月） 
 
◇ :支給対象者の方へ申請書等を送付していますのでご確認をお願いします。 

なお、令和３年４月分の児童扶養手当受給者の方で既に支給されている方は対象
外です。 

ひとり親世帯 

◇ 対 象 者:下記①②の両方に当てはまる方(※ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除く) 
①令和３年３月３１日時点で１８歳未満の児童(障害児の場合､２０歳未満)を養 

育する父母等(※令和４年２月末までに生まれた新生児等も対象になります。) 
②令和３年度住民税非課税の方。または令和３年１月１日以降の収入が急変し、住 

民税非課税相当の収入となった方 
 
◇ 支 給 額:児童 1 人当たり一律５万円 

※支給にあたっては､申請が不要な場合と必要な場合があります。必ず下記「支
給手続き」をご確認ください。 

 
◇ 提出期限:令和４年２月２８日（月） 
 
◇ :Ⅰ. 令和３年４月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で住民税非課税 

の方は給付金の申請は不要で振り込みます。 
Ⅱ. 上記Ⅰ以外の方（例.高校生のみ養育している方、収入が急変した方）は、 

給付金を受け取るには､申請が必要です。上記Ⅰ以外の支給対象者の皆さまへ 
７月末頃に申請書等を送付します。必要書類を町民課窓口か西山支所に直接､ 
または郵送でご提出ください。こちらで申請内容を確認し、給付金の支給要件 
に該当する方に対して、指定口座に振り込みます。 

ひとり親世帯以外の子育て世帯 

子育て世帯生活支援特別給付金のご案内 
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問 町民課住民福祉係 ℡４２－２１１８ 
 
 
 
 

町では、公共用水域の水質汚濁状況を監視するための水質検査を年４回（５月、８月、１１月、２月）
計画しています。５月に実施した水質検査の結果は下記のとおり、河川の環境基準内でした。 
 
 

 
 

 

№ 河川名 
（地点名） 

検査項目 
気温 
℃ 

水温 
℃ pH DO 

mg/L 
BOD 
mg/L 浮遊物質量 

環境基準（河川） ― ― 6.5 以上 
8.5 以下 

5 ㎎/L 
以上 

5 ㎎/L 
以下 

50 ㎎/L 
以下 

1 滝谷川 
（琵琶首地内） 17.2 13.2 7.4 10.2 0.5 未満 1 未満 

2 
滝谷川 

（湯ノ入沢合流上
流） 

17.5 15.8 7.0 9.5 0.8 2 

3 滝谷川 
（滝の湯橋下） 18.5 16.8 6.9 9.6 0.5 未満 2 

4 滝谷川 
（小郷橋下） 20.0 17.5 7.4 8.6 0.6 1 

5 東川 
（上新田橋下） 18.5 15.8 7.5 9.5 0.5 未満 1 

6 銀山川 
（黒滝地内） 20.0 17.0 7.6 8.9 0.5 未満 9 

7 只見川 
（麻生大橋） 18.2 10.5 7.0 11.4 0.5 未満 5 

8 只見川 
（魚渕） 20.0 11.8 7.1 11.3 0.5 未満 4 

9 沢尻川 
（石坂集会所下） 20.0 16.5 7.4 8.9 0.5 未満 4 

10 龍蔵庵川・     
只見川合流点 18.2 16.2 7.5 8.8 1.0 11 

11 銀山川 
（銀山大橋下） 20.0 16.5 7.4 8.8 0.5 未満 9 

№ 河川名 
（地点名） 

検査項目 
銅 

mg/L 
鉄 

mg/L 
マンガン 
mg/L 

カドミウム 
mg/L 

鉛 
mg/L 

亜鉛 
mg/L 

ヒ素 
mg/L 

総水銀 
mg/L 

環境基準（河川） ― ― ― 0.003 
以下 

0.01
以下 ― 0.01 

以下 
0.0005 

以下 

1 滝谷川 
（滝の湯橋下） 

0.01

未満 
0.19 0.03 0.0003 

未満 
0.005 
未満 

0.01 
未満 

0.001 
未満 

0.00005 
未満 

2 沢尻川 
（石坂集会所下） 

0.01

未満 
0.19 0.05 0.0003 

未満 
0.005 
未満 

0.01 
未満 

0.001
未満 

0.00005 
未満 
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生活環境項目（年４回） 検査日:５月１９日（水） 

健康項目（年２回） 検査日:５月１９日（水） 

令和 3 年度公共用水域水質検査結果 



問 町民課保健衛生係 ℡４２－２１１８ 
 
 
 
 

新型コロナウイルス感染症経済対策として、そばの作付農家を支援し、作付継続を促すための補助金
を交付します。 
 
◇ 対 象 者:令和２年産のそばを作付した個人又は法人で基準日（令和３年４月１日）時点において、 

柳津町に住所を有し、その作付面積を証明できる者。ただし、基準日以降に死亡した場合 
は支給対象外とし、申請があった日から支払日までに死亡した場合も支給対象外とする。 
※令和３年６月１５日に交付した補助金と同様の補助金になりますので、その際に交付 

された方については、交付対象外となります。 
 

◇ 補助金額:以下の式により算出された額とします。 
作付面積（a）×６９キロ（柳津町の単収）÷１０a×２００円（※千円未満切り捨て） 
 

◇ 申請期限:令和３年８月３１日（火） 
 

◇ 必要書類:・令和２年産のそばの作付面積を証明できる書類 
 ・令和２年産のそばの販売を証明できる書類 
 ・印鑑 

 
問 地域振興課農林振興係 ℡４２－２１１６ 
 
 
 
 
 
 
 

農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）に基づき、農業委員と農地利用最適化推進委
員を募集します。 
 
◇ 受付期間:令和３年７月２０日（火）～ １０月１９日（火） 
◇ 募集内容:別表１（募集内容）のとおり 
◇ 募集区域:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◇ 申込方法:（１）「本人応募」または「推薦」となり、団体推薦はその代表者の方から、個人推薦は３   

名の方からの推薦となります。 
（２）町農業委員会事務局に備え付けてある指定の用紙に必要事項を記入の上、町農業

委員会事務局へ提出してください。なお、用紙は町ホームページからもダウンロード
することができます。 

農業委員 農地利用最適化推進委員（各区域１名ずつ） 

柳津町全域 

柳津、大柳（大野、大野新田）、細八 

郷戸、猪倉野、大柳（小柳津）、軽井沢 

飯谷、小椿、藤 

砂子原、黒沢、胄中、芋小屋、大成沢、琵琶首 

五畳敷、湯八木沢、牧沢、四ツ谷、久保田 

農業委員・農地利用最適化推進委員を募集します 柳津町農産物価格下落対策補助金をご活用ください 

農業委員・農地利用最適化推進委員を募集します 
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◇ 選任方法: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※別表１（募集内容） 

 
問 事務担当:柳津町農業委員会 ℡４２－２１１６ 

農業委員 農地利用最適化推進委員 

○本人応募及び推薦の状況を、中間時
と終了時に公表する。 

○候補者は評価委員会を経て、町⾧が 
決定し、議会の同意を得た後、町⾧が 
任命する。 

○本人応募及び推薦の状況を、中間時と終 
了時に公表する。 

○候補者は農業委員会による選考を経て 
決定し、農業委員会が委嘱する。 

区 分 農業委員 農地利用最適化推進委員 

募 集 人 数 ９名 ５名 

任 期 令和４年４月１日から 
令和７年３月３１日まで 

委嘱を受けた日から 
令和７年３月３１日まで 

報 酬 年額１５２,３００円 
（会⾧ １７６,５００円） 年額１１２,０００円 

主な職務内容 

○総会での議案等の審議 
○農地利用最適化推進の活動 
○農地利用状況調査 
○各種研修会等への参加 

 
○農地利用最適化推進の活動 
○農地利用状況調査 
○各種研修会等への参加 

資 格 ・ 要 件 

次のいずれかの要件に該当する方 
○農業に関する識見を有し、農地等の利用 

の最適化の推進に関する事項その他の 
農業委員会の所掌に属する事項に関し 
その職務を適切に行うことができる方 

 
○農業委員会の所掌に属する事項に関 
 し利害関係を有せず、中立な立場で公 
 正な判断ができる方（法により１名以 
 上が必須） 

 
○農業に関する識見を有し、農地等 

の利用の最適化の推進に熱意を有 
する方 

次のいずれにも該当しない方 
○破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない方 
○禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又はその執行を受けること 

がなくなるまでの方 
○法令の定めにより兼職等の制限を受けている方 

そ の 他 

認定農業者の登用 
法により、農業委員の過半数が認定農業者であることとされているため、可能な
限りご配慮ください。 

「女性」「青年」の登用 
国より「女性」及び「青年」の方を積極的に登用するよう強く求められておりま
すので、可能な限りご配慮ください。 
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福島県では今年、クマによる２件の人的被害が発生し、ツキノワグマ出没特別注意報が発令されていま
す。今後の被害を防ぐためにも、クマの習性や遭遇時の対処法を知る必要があります。 

特に、毎年５月から７月にかけての繁殖期には、普段とは違った場所へ出現することが多くなります。
より一層の注意を払い、登山などのレジャーを楽しみましょう。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

知らず知らずのうちにクマがあなたの周辺に住み着こうとしているかもしれません。「ここは
クマの生息できる場所ではない」ということをはっきりさせるため、次の点に注意しましょう。 
 
・人家の周りにクマのエサとなりうる生ゴミなどを放置しない。 

対策:残飯やコンポストをきちんと管理する。廃棄果樹などは適切に処分する。 
・人家の周りに収穫しない柿の木などを放置しない。 

対策:果樹はクマの格好のエサとなるため、残さず収穫する。 
・ペットフードや家畜のエサなどはフードストッカーや納屋などに保管する。 
（クマが食べていたという報告があります） 

・集落や通学路近くの林は暗くありませんか?クマは身を隠すヤブがあると平気で人家近くまで 
出没します。地域内を点検し、ヤブ刈りして明るくしましょう。 

まずは、あなたの周辺にクマがいるのかどうか知ることが大事です。もしいたとしても、クマ
は積極的に人間を襲うことはほとんどありません。 

①クマがいるか、痕跡を調べてみよう。 
クマの糞:人間と同じかちょっと大きめで、形も人間と同じで食べ物

によって変化します。 
足 跡:幅は成獣で７～１３ｃｍです。 
熊 棚:樹上に折った枝を集めたもので、鳥の巣に似ているので、 

枯葉がつくことで区別します。 
熊 は ぎ:スギやヒノキの樹皮を剥がす行為のこと。樹皮が残り、甘 

皮部に歯で削いだ痕が残るのが特徴です。 

②行動を知り、遇わないようにする。 
・クマの痕跡や目撃情報がある場所では、突然出遭わないよう特に注

意しましょう。クマ鈴やラジオなど音のするもので自分の存在を知
らせ、危険を感じたら引き返してください。 

・クマが活発に行動するのは朝夕の薄暗い時間です。ただし、昼でも
曇り空で薄暗ければ行動します。山際での農作業などは、クマ鈴や
ラジオなど音のするものを身につけ、注意して作業をしましょう。 

・子クマを見つけたら親クマが近くにいると考えられるので、そっと
立ち去る。親クマは子クマを守ろうと攻撃してくるため危険です。 
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【クマの足跡】 

【クマ以外の足跡】 

里を餌場と認識させないために 

住み着かせない、遇わない対策 

ツキノワグマに注意!! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※会津地方振興局でクマ鈴の貸出を行っています。 
 
問 地域振興課農林振興係      ℡４２-２１１６ 

福島県自然保護課        ℡０２４-５２１-７２１０ 
福島県会津地方振興局県民生活課 ℡０２４２-２９-５２９５ 

 
 
 
 
 
 
 
 

国民の体力・運動能力を把握するために、隔年で本調査を実施しています。自身の体力年齢を確認す
ることは、健康づくりへの関心を高めるきっかけにもつながります。 
 調査にご協力いただける方は、お申し込みをお願いします。 
 
◇ 調 査 対 象:①２０～２４歳 ②２５～２９歳 ③３０～３４歳 ④３５～３９歳 

⑤４０～４４歳 ⑥４５～４９歳 ⑦５０～５４歳 ⑧５５～５９歳 
⑨６０～６４歳 ⑩６５～６９歳 ⑪７０～７４歳 ⑫７５～７９歳 
※年齢の基準日は、令和 3 年 4 月 1 日現在の満年齢です。 
 

◇ テスト項目:２０～６４歳対象 
①握力 ②上体起こし ③⾧座体前屈 ④反復横とび ⑤20m シャトルラン 
⑥立ち幅とび  

６５～７０歳対象 
①握力 ②上体起こし ③⾧座体前屈 ④開眼片足立ち ⑤10m 障害物歩行 
⑥6 分間歩行 
 

◇ 実 施 時 期:令和 3 年 9 月下旬～１０月中旬頃 
 

◇ 場 所:柳津町Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館（予定） 
 
◇ 申 し 込 み:8 月３１日（火）まで中央公民館へ電話、または直接お申込ください 
 
◇ そ の 他:詳細については、決定した方に連絡します 
 
問 柳津町中央公民館 ℡４２－３５１１ 
 
 

遠くにいるのを発見した場合は、あわてずそっと立ち去る。 
・クマが興奮するので、大声で叫んだり、石や棒切れを投げつけたりしない。 
・クマから目を離さないようにして、できるだけゆっくりと後ずさりしながらクマから離れ 

る。クマとの間に立木などの障害物を入れることができる位置に移動することで、突進を 
防ぐこともできる。 

・背中を見せて逃げるとクマは本能的に襲ってくるので、走って逃げない。 

体力・運動能力調査へご協力ください 
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出遭ったときに興奮しない、興奮させない 



 
 
 
 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、開館日数と時間を縮小し、利用者を柳津町民の方のみに限
定して開館します。 
 
◇ 開館期間:７月２１日（水）～８月２０日（金）・全日１３:００ ～ １６:００ 
 

７月    【○開館日・×休館日】 

月 火 水 木 金 土 日 

  
２１ ２２ ２３ ２４ ２５ 

〇 〇 〇 × × 
２６ ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

 
× 〇 〇 〇 〇 × 

８月     

月 火 水 木 金 土 日 

      
１ 

× 
２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 

× 〇 〇 〇 〇 × × 
９ １０ １１ １２ １３ １４ １５ 

× 〇 〇 〇 〇 × × 
１６ １７ １８ １９ ２０ 

  
× 〇 〇 〇 〇 

 
◇ 休 館 日:毎週月曜日・土曜日・日曜日 

※これ以外にも点検等のため休館となる場合がありますので、予めご了承ください。 
 
◇ 使 用 料: 
 
 
 
 
 
 
 
問 柳津町中央公民館     ℡４２－３５１１ 

柳津町Ｂ＆Ｇ海洋センター ℡４２－２２４６ 
 

区分 料金 

※幼児の場合、必ず保護者が同伴してく 
ださい。 

幼児 

無料 小・中学生 

一般（高校生以上） 

柳津町 B&G 海洋センタープールが開館します 
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発電所やダムから水を流したときの水難事故を防ぐため、各所に注意札を立てています。 
水を流すときは、スピーカーやサイレンによってお知らせしますので、河原にいる人は危険ですから、

すぐに安全な場所に移動してください。 
 

スピーカーをならす時  サイレンをならす時 

①ダムから初めて水を流す約１０分前 
②発電所から初めて水を流す約１０分前 
③発電所の出力を増やし水を多く流すとき 
 
(放送内容) 
「今から川の水が急に増えます。河原にいる
人は危険ですから，すぐ上がってください。」 
 
※毎日９時にスピーカーの音を実際に鳴らし
て、装置の点検を行っております。 

 ①ダムの流量が毎秒 1,000 ㎥に達したとき 
②ダムの流量が毎秒 2,000 ㎥(洪水量)に達し 

たとき 
③ダムの流量が洪水量オーバー後、毎秒 

1,000 ㎥増加毎 
 
(警報内容) 

ｻｲﾚﾝ            ｻｲﾚﾝ            ｻｲﾚﾝ 
■■■■ 休み ■■■■ 休み ■■■■ 

 
≪河川への不法投棄はやめましょう!!≫ 

 
問 東北電力株式会社 水力運用センター ℡０２４２－２６－６８６２ 

只見川ダム管理所          ℡０２４１－５２－３４２２ 
（阿賀野川水系ダムの状況は東北電力ホームページから閲覧出来ます） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ＩＢＥＸエアラインズが福島空港―新千歳空港間を毎日１往復運航します。この機会にぜひ、福島空
港をご利用ください。（令和３年 7 月１６日（金）から１０月３０日（土）まで） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
問 ＩＢＥＸホームページ    https://www.ibexair.co.jp/ 

ＩＢＥＸ予約・案内センター ℡０５７０－０５７－４８９（ナビダイヤル・有料） 
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ダム放流警報について 

福島県空港交流課からのお知らせ 

５０秒 １０秒 



 
 
 
 

令和３年６月の柳津町建設工事等入札のうち、指名競争入札により落札価格が１００万円以上の工
事・委託についての結果です。 

なお、１００万円以下の入札結果については役場２階総務課財政係において閲覧ができます。 
          
指名競争入札【委託】 （価格:税込価格 単位:円） 

入札日 工事名 工事箇所 予定価格 落札価格 落札業者 

６月２１日 道路橋定期点検業務
委託 大字大柳地内外 20,746,000 19,800,000 柳津測量設計株

式会社 

６月２１日 柳ヶ丘集会所建設設
計委託業務 

大字柳津字檀ノ
浦地内 5,508,800 5,225,000 有限会社和泉設

計 

 

指名競争入札【工事】 

６月２日 無散水配管工事 大字柳津字薬師
堂地内 57,763,200 55,000,000 日本地下水開発

株式会社 

６月２１日 道路改良工事 大字四ツ谷字蕨
坂地内 5,891,600 5,500,000 有限会社西村土

建 

６月２１日 会津柳津学園中学校体
育館サッシ改修工事 

大字柳津字上村
地内 12,100,000 11,660,000 

（株）東北入谷
まちづくり建設
柳津支店 

 
問 総務課財政係 ℡４２－２１１２ 
 
 
 
 
 

令和３年６月の入札結果について 
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「あなたの一声」は町が役場庁舎に設置している投書箱です。 
より良いまちづくりのため、みなさまのご意見をお聞かせください。 
 
ご意見箱設置箇所  
・役場本庁舎（玄関風除室） 
・西山支所（玄関ホール） 
・ふれあい館（正面入り口 

右側展示スペース） 
 
 
 
問 みらい創生課みらい創生係 ℡４２－２４４７ 

みなさまのご意見をお寄せください 

携帯電話・スマートフォン等から 

右記 QR コードか
らアクセスしく
ださい。（投稿フ
ォームがご利用
いただけます） 


